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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
一
節 

子
ど
も
に
か
か
わ
る
施
策 

１保育サー

ビスの充実、

地域・家庭に

おける子育

ての支援 

(1)子育て支援サ

ービスの充実 

ア 子どもの健やかな成長及び福祉の向上を図るため、子どもと家庭に関する総合相談、子育て支援

サービスの調整、子育て講座などの子ども家庭支援センター事業を充実します。 

子育て支援課 ○ ・リーフレット、通信誌及びメール配信等によ

り相談事業等について周知を図った。また、各

機関との連携強化のための会議や連絡会を開催

したり、他機関の会議等に参加した。 

・センター事業の説明会を実施した。 

・保育園、幼稚園等と連携強化を図るため、園

訪問を実施した。 

・ニーズに合った講座の実施及びアンケートを

実施した。 

・子育てひろばとの連携を図るため連絡会に参

加した。                  

 

イ 子ども家庭支援センター事業の土、日、夜間業務や保護者の交流や子育てに関する悩みなどが気

軽に相談できる場の開設について検討します。 

子育て支援課 ○ 子育てグループ等との交流会や意見交換会を実施

した。子ども家庭支援センターに隣接した場所に子

育てグループや養育家庭の会に活動の場を提供し

た。相談者の状況に応じた場を設定した。 

 

ウ 地域において、育児の援助をしてほしい方と育児の援助をしたい方が会員となり、地域の中で助

け合いながら子育てをする会員組織「ファミリー・サポート・センター事業」の充実を図るため、会

員の増加を推進します。 

子育て支援課 ○ 月例事業説明会の実施（土曜日開催も含む）、会員

交流会を開催した。自治会・町内会、学校等を通じ

たリーフレット等による啓発活動を実施した。 

提供会員数 195 人、依頼会員数 496 人、        

両方会員数 24 人、合計 715 人 

活動件数 1,486 件 

 

エ 子育てに関する相談、育児講座等の啓発活動、子育てサークル等の育成を行う子育てひろば事業

を進めます。また、五日市地区での事業実施について検討します。 

子育て支援課 ○ 秋川あすなろ保育園、西秋留保育園の事業は継

続実施。26 年度までの目標であった、子育てひ

ろばいつかいちが平成 23 年 9 月 1 日に開設し

た。子育てひろばいつかいちは保育士が常駐し

交流、集いの場の提供や子育て等の相談、講習

会等の相談、講習会等を実施した。 

・子育てひろばにしあきる・・・開設日（247

日）、相談（20 件）、利用人数（大人 209 人・子

ども 227 人）講座（13 回） 

・子育てひろば秋川あすなろ・・・開設日（233

日）、相談（77 件）、利用人数（大人 608 人・子

ども 679 人）講座（86 回） 

・子育てひろばいつかいち・・・開設日（244

日）、相談（209 件）、利用人数（大人 2,870 人・

子ども 3,202 人）講座（191 回） 

 

あきる野市地域保健福祉計画(平成 22 年度～26 年度) 実施状況 

◎実施済  ○実施中  □実施予定  ×未実施 
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オ 乳幼児の医療費助成について国の制度となるよう要望します。また、義務教育就学児の医療費助

成について所得制限の撤廃や国の制度となるよう要望します。 

子育て支援課 ○ 継続実施  

カ ２・３・４歳児の親子を対象に、集団活動を通して幼児の遊びと母親同士の子育ての交流の場と

して実施している幼児クラブを充実し、子どもと保護者のふれあいを応援します。 

子ども政策課 

 

○ 児童館にて毎週金曜日に実施しているほか、運

動会等の合同行事も実施した。 

 

キ 健康な体の育成と豊かな情操を養うため、児童館での各種の体験活動を進めます。 子ども政策課 

 

○ 各種教室や季節行事を実施した。  

ク 安全・安心な遊び場として、耐震基準に適合しない児童館の耐震化を図ります。 子ども政策課 

 

◎ 全児童館について耐震基準適合済  

ケ 児童クラブ事業を充実し、子どもの遊び場を確保します。 子ども政策課 

 

◎ 小宮小学校、戸倉小学校の統廃合に伴い事業目

的を達成。平成 23 年度末、小宮児童ｸﾗﾌﾞ廃止。 

平成 24 年度末、戸倉児童ｸﾗﾌﾞ廃止 

 

コ 学校等の施設を利用して、地域の方々の参画を得ながら児童の放課後の安全・安心な居場所を提

供している放課後子ども教室を実施します。 

生涯学習スポ

ーツ課 

 

 

 

○ ・草花小学校放課後子ども教室（全 23 回、登録

児童数 201 人、延べ 2,078 人） 

・多西小学校放課後子ども教室（全 25 回、登録

児童数 163 人、延べ 2,476 人） 

・東秋留小学校放課後子ども教室（全 17 回、登

録児童数 82 人、延べ 873 人） 

・五日市小学校放課後子ども教室 

（全 23 回、登録児童数 146 人、延べ 1,207 人） 

 

サ 幼稚園において、未就園児や保護者に対して実施している子育て支援事業を進めます。 保育課 ○ ・子育て相談 3園 

・子育て井戸端会議 2園 

・未就園児の保育 5園 

・園庭・園舎の開放 6園 

・子育て情報の提供 3園 

・子育て講座・講演会 2園 

 

シ 出産で入院する必要があるにもかかわらず、経済的な理由で入院することが困難な方に対して、

出産できるようその費用を助成します。 

子育て支援課 ○ 継続実施 

助成件数 3 件 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具体的な取組 備考 

第
一
節 

子
ど
も
に
か
か
わ
る
施
策 

１保育サー

ビスの充実、

地域・家庭に

おける子育

ての支援 

(2)保育サービス

の充実 

ア 保護者が疾病等の理由により、一時的に家庭で児童を保育することが困難となった場合に、一

時的に預かる乳幼児一時預かり事業（一時保育事業）の充実を図ります。 

子育て支援課 ○ 実施施設：市内私立保育園 12箇所 

利用者実人数：116人 

延べ人数：450人 

 

イ 保護者が疾病等の理由により、一時的に家庭で児童を保育することが困難となった場合に、短

期間保護する乳幼児短期保護事業を進めます。 

子育て支援課 ○ 実施施設:1箇所 

定員:0歳から 2歳 5人、3歳から 5歳 5人 

利用者数、利用日数:37人、247日   

 

ウ 保育園に通所している児童が病気の回復期にあり、集団保育の困難な期間に一時的に預かる病

後児保育事業を進めます。【重複掲載 (４)オ】 

子育て支援課 ○ 利用者：4人 

延べ日数：12日  

申込み方法の変更により診断書をとる際にも

医療助成が受けられるよう変更した。 

 

エ 保護者が就業を理由に帰宅が夜間に渡るため、一時的に家庭で保育することが困難となった場

合に、一時的に預かるトワイライト（夜間一時預かり）事業について検討します。 

【重複掲載 (４)カ】 

子育て支援課 ☓ 保護者の要望や状況を確認しながら、検討す

る。 

 

オ 保護者が仕事等の理由で通常保育に間に合わない場合の延長保育サービスを進めます。 保育課 ○ 1時間延長を私立 11園で実施した。 

（公立 2園で 30分延長実施） 

 

カ 保育園に通園している児童で、保護者の就労等により休日における保育に欠ける児童の保育を

進めます。 

保育課 

 

○ 1園 

延べ利用人数 74人 

（実人員 11人） 

 

キ 保育園の増改築に合わせ、低年齢定員の拡大を図るとともに定員の弾力的運用により待機児童

の解消を図ります。 

保育課 

 

○ ・認可保育所 市立 3園、私立 12園 

定員 1,783人、入所児童数 1,849人 

（平成 27年 3月 31日現在） 

・待機児童数 31人（平成 26年 4月 1日現在） 

・定員増 

建替えによる定員増 五日市保育園 10人 

 

ク 低年齢児保育需要に対応するため、小規模で家庭的な認証保育所の充実を図ります。 保育課 

 

○ ・市内 2園 

利用人数 延べ 751人 

・市外 8園 

利用人数 延べ 152人 

合計利用人数 延べ 903人 

 

ケ 生後３か月から３歳未満の児童を対象に、保護者が就労等の理由により保育を必要とする場

合、保護者に代わり保育者の自宅で保育する家庭福祉員事業を進めます。 

保育課 

 

○ 家庭福祉員 1人（草花地区） 

延べ人員 53人 

 

 

コ 市立保育園の民営化を検討します。 保育課 ○ 東秋留保育園、西秋留保育園を平成 23年 4月 1

日より民設民営化を実施した。 

 

サ 老朽化の進む私立保育園にあっては、国の補助制度を活用し、建替事業を実施します。 保育課 ○ 未実施の私立保育園について、建替えを検討し

た。 

 



4 

シ 幼稚園児の保護者が就労等で幼稚園の基本保育時間での送迎に間に合わない場合、幼稚園での

預かり保育事業を実施します。 

保育課 

 

○ 6園で実施した。 

1,232日 27,686人 

 

ス 保育園や幼稚園で未就園児や保護者を対象に、園庭開放や交流事業などを進めます。 保育課 ○ 公立保育園 3 園、私立保育園 12 園、私立幼稚

園 6園で実施した。 

 

セ 学童クラブの待機児童の解消及び育成時間の延長について検討するとともに、地域の高齢者に

昔ながらの遊びを指導してもらうなど、ボランティアの活用を図ります。 

子ども政策課 

 

 ○ ・南秋留児童館の改修工事に併せて第 2学童開

設工事を実施。また、2 児童館の学童クラブ専

用施設化による定員増加の準備を行った。 

・育成時間延長について、平成 27 年度実施に

向けて準備を行った。 

 

ソ 保育を必要とする障がい児を対象に、保育園・幼稚園・学童クラブで障がい児保育事業を進め

ます。 

子ども政策課 

保育課 

○ 保育園 15園（受入れ人数 37人） 

幼稚園  5園（受入れ人数 25人） 

学童クラブ 14学童（受入れ人数 50人） 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
一
節 

子
ど
も
に
か
か
わ
る
施
策 

１保育サー

ビスの充実、

地域・家庭に

おける子育

ての支援 

(3)子育て支援の

ネットワークづ

くり 

ア 総合的な子育て支援情報誌やガイドブックを作成します。 子育て支援課 ○ ・るのキッズ通信（旧子育て支援情報誌）年間４回 

各回 1,500 部発行 

・子育て支援の内容を総合的に掲載したガイドブッ

クの作成発行（年間 800 部） 

・子育て情報メール「るのキッズ通信」の配信（登

録者 1,009 件：平成 27 年 3 月 31 日配信日現在） 

 

イ 子育て講座から立ち上がった地域の子育てグループ（子育てサークル）の代表者による会議を

開催し、一層の情報の共有や連携を図ります。 

子育て支援課 ○ ・連絡会、交流会を開催した。 

・グループ活動の場の提供、30回 

・あそびクラブ及び子育てサロンの開催支援や図書

の貸出しを行った。 

 

ウ 保育園・幼稚園の情報公開を進めるとともに、地域交流・世代間交流の機会をもつなど、地域

に開かれた保育園・幼稚園をめざします。 

保育課 ○ 保育サービス第三者評価の公表など、情報公開を実

施した。 

 

エ 保育園・幼稚園・児童館で、子育てに不安をもつ親の悩みなどの解決を図ります。 子ども政策課 

保育課 

○ 気軽に相談できる体制を整え、状況により適切に関

係機関につなげるなどした。 

 

(4)仕事と子育て

の両立支援の推

進 

ア あきる野男女共同参画プランに基づき、男女がお互いの個性を認め合いながら、いきいきと暮

らしていく社会の実現のために意識啓発等を実施するとともに、あきる野男女共同参画の第２次計

画を策定します。 

企画政策課 ○ ・平成 25 年 3 月に第 3 次あきる野男女共同参画プ

ランを実施した。 

・本プランに基づき、男女共同参画に関するチラシ

の配布、ポスターの掲示、市主催事業での啓発グッ

ズの配布及びホームページのリニューアル等、男女

共同参画プランに基づき、意識啓発を行った。 

 

イ 市民・事業者を対象に、育児休業制度などの各種就労支援制度の普及啓発を進めます。 観光商工課 ○ 公共施設の案内コーナーなどに、リーフレット・パ

ンフレットを置いた。 

 

ウ 就労意欲をもつ子育て中の女性に対して、ハローワークとの協力体制により、再就職を支援し 

ます。 

観光商工課 ○ ハローワークとの協力による就労支援は常時行っ

ているが、子育て中の女性に限定しては行われてい

ないため、都の就労支援センターの取り組みについ

てＰＲをした。 

 

エ 地域において、育児の援助をしてほしい方と育児の援助をしたい方が会員となり、地域の中で

助け合いながら子育てをする会員組織「ファミリー・サポート・センター事業」の充実を図るため、

会員の増加を推進します。 

子育て支援課 

 

 

○ 月例事業説明会の実施（土曜日開催も含む）、会員

交流会の開催、自治会・町内会、学校等を通じたリ

ーフレット等による啓発活動を行った。 

 

オ 保育園に通所している児童が病気の回復期にあり、集団保育の困難な期間に一時的に預かる病

後児保育事業を進めます。【重複掲載 (２)ウ】 

子育て支援課 

 

○ 利用者：4人  延べ日数：12日 

申込み方法の変更により診断書をとる際にも医療

助成が受けられるよう変更した。 

 

カ 保護者が就業を理由に帰宅が夜間に渡るため、一時的に家庭で保育することが困難となった場合に、

一時的に預かるトワイライト（夜間一時預かり）事業について検討します。【重複掲載 (２)エ】 

子育て支援課 ☓ 保護者の要望や状況を確認しながら、検討する。  
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
一
節 

子
ど
も
に
か
か
わ
る
施
策 

2 親と子ども

の教育環境

づくり 

(1)次代の親の教

育 

ア 児童・生徒の保護者が、子どもの発達段階に応じて家庭教育の意義と役割を体系的・総合的に

学習する場として家庭教育学級を充実し、各種講座を実施します。 

生涯学習スポー

ツ課 

 

○ ・家庭教育学級「３歳児の音楽教室～親子で一

緒に音遊び～」受講者 18人 

・家庭教育学級「乳幼児の子育て～生活習慣の

大切さ～」東京都青少年・治安対策本部との共

催により実施。受講者７人 

・「親子体験学習」 

小中学生の親子を対象に２講座実施 

受講者 25人 

 

イ 子育て中の親が、子育て講座など各種講座に参加の機会がもてるよう託児付講座の開催を進め

ます。 

生涯学習スポー

ツ課 

 

○ 参加対象に合わせて育児や子どもの成長に関す

る学習を受けられるよう、託児付き、あるいは

子どもが同伴できるよう配慮した。 

講座 1回 参加者 10人（託児利用者３人） 

 

ウ 家庭、学校、地域及び関係機関との連携・協力のもと、健全な家庭づくりに向けた啓発活動を

進め、家庭の教育力、地域の教育力を高めます。 

生涯学習スポー

ツ課 

 

 

○ ・あいさつ標語カルタ大会（平成 26 年 7 月 12

日、参加者数 237 人） 

・親子鑑賞会（平成 26 年 9 月 20 日、参加者数

延べ 730 人） 

・あいさつ標語懸垂幕の掲出（平成 26 年 7 月 3

日～7 月 23 日、平成 26 年 11 月 4 日～11 月 21

日） 

 

エ 子どもを生み育てることの喜びや意義を理解してもらうため、リーフレットの配布などにより

子育ての意識啓発を進めます。 

健康課 ○ ・妊婦面接者数     609人 

・ハッピーベビークラブ 326人 

・乳児家庭訪問数    597戸 

・育児相談数      1,290人 

・発達相談数        65人 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
一
節 

子
ど
も
に
か
か
わ
る
施
策 

2 親と子ども

の教育環境

づくり 

(2)子どもの生き

る力の育成に向

けた教育環境等

の整備 

ア 市民の教育への関心と理解を深め、次代のあきる野を担う子どもたちの教育に関する取り組み

を市民全体で推進し、市の教育の充実と発展を図ることを目的に制定した「あきる野市教育の日」

（12 月第１土曜日）の趣旨を生かし、小学生・中学生による発表会の実施など、事業の充実を図

ります。 

生涯学習スポー

ツ課 

 

 

○ ・中学生の主張大会（平成 26 年 12 月 6 日、応

募者数 1,122 人、発表者 14 人、来場者 419 人） 

・青少年音楽の祭典（平成 27 年 2 月 8 日、出演

団体 22 団体、来場者 1,400 人） 

 

イ 子ども一人ひとりの学力の向上を図るため、教員補助員を配置する時間数等を検討するなど

し、学習環境の整備・充実を進めます。 

指導室 ◎ 各学校の状況に応じて、教科補助員（つまずい

ている児童・生徒の指導補助、習熟度に応じた

指導補助）及び特別支援教育指導補助員(巡回相

談対象児童・生徒及び個別指導計画作成済みの

児童・生徒を対象にした指導補助）を配置した。 

 

ウ あきる野市子ども読書活動推進計画に基づき、図書館、保育園、幼稚園、学校、児童館等との

連携を進めるなどして、読書活動を充実します。また、学校においては、学校図書館補助員を配置

する時間数等について検討するなどして、読書活動の充実を図ります。読み聞かせボランティアの

活用も進めます。 

子ども政策課 

指導室 

図書館 

○ 児童館５館において、ボランティアによる読み

聞かせを実施した。（子ども政策課） 

 

○ ・平成 25年 3月に策定した第二次あきる野市子

ども読書活動推進計画（平成 25年度～29年度）」

に基づき、ブックスタート事業（配布数 609 セ

ット）、子どもの読書環境を整える事業、関連部

署との連携事業を継続して実施した。 

・図書館ホームページの「子ども読書活動推進

のページ」により、連携する関連各課の事業･情

報を掲載し、啓発活動の充実を図った。 

 (図書館) 

 

 

◎ 学校図書館補助員の配置した。 

小学校・中学校 6,400時間 

学校における読み聞かせボランティアの活用 

（指導室） 

 

エ 道徳授業の一層の充実を図るとともに、市民への公開を推進して市民参加の強化を図ります。 指導室 ◎ 小学校１０校、中学校６校で道徳授業地区公開

講座を実施した。 

 

オ 放課後や週末における青少年の学校外活動の充実と地域資源（魅力ある講師や施設など）を活

用した活動の場づくりを推進します。 

生涯学習スポー

ツ課 

○ 草花小、多西小、東秋留小、五日市小で、地域

の方々の協力を得て実施した。 

 

カ 児童・生徒の心の問題への対応を一層充実するため、教育相談所、スクールカウンセラー及び

適応指導教室における専門的な教育相談を進めます。 

指導室 

 

◎ ・教育相談所 来所相談件数 延べ 1,342件 

・市内全小中学校にスクールカウンセラーを各 1

名配置（都）した。 

 

キ 学校の運営や教育内容について校長が積極的に情報を発信し、保護者や地域住民などから幅広

く意見をいただくことにより、地域との連携をより強めた開かれた学校づくりを進めます。 

指導室 ◎ 学校評議員 全 16校に延べ 148人を任命した。  
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ク 学校公開を通して信頼される学校づくりを進めます。また、学校施設の開放は、スポーツ開放

として、団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に貸し出します。また、利用者が安全で

利用しやすい施設環境をつくるため、学校教育施設の点検及び器具の充実を図ります。 

教育総務課 

(教育施設担当） 

指導室 

生涯学習スポー

ツ課 

 

○ 

 

 

・学校公開、授業参観、行事参観を全 16校で実 

施した。 

・スポーツ団体等学校開放利用者数 236,360人 

・学校と連携し教育施設の点検修理を実施し、

器具の充実を図った。 

 

ケ 保育園、幼稚園、小学校等と連携し、保育及び幼児教育から義務教育への円滑な移行を図りま

す。 

指導室 ◎ 

 

小幼保連絡会を実施した。 

 

 

コ 次代を担う子どもたちに健康で心豊かな生活と体を動かす楽しみを知ってもらうため、生涯ス

ポーツの基礎づくりの場や子どもたちを対象としたスポーツ大会・教室等の充実を図ります。 

生涯学習スポー

ツ課 

 

○ 

 

スポーツ大会や各種教室を実施した。 

・子どもすもう大会の実施 

・秋川流域小中学生駅伝大会の実施 

・ドッジボール大会の実施 

・親子開放事業の実施 

・小学生水泳教室の実施 

 

サ 幼稚園等に通園する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため、補助制度により幼稚園等を支

援し、幼児教育の振興と充実を図ります。 

保育課 

 

○ 幼稚園・幼児園（7ヶ所）の支援等を行った。 

園児数 1,084人（平成 26年 5月 1日現在） 

・私立幼稚園就園奨励費補助交付事業（補助対

象人員 850人） 

・私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交

付事業（補助対象延べ人員 9,815人） 

・私立幼稚園協会研修費補助金交付事業 

・私立幼稚園教育振興費補助金交付事業 

・私立幼稚園等特別支援教育事業補助金交付事

業（対象園児数 5人） 

 

 

 

シ 地域の教育力を活かし、自然とのふれあいの場としての森林の活用について町内会・自治会な

どの関係団体と意見交換を進めながら、自然体験活動を進めます。 

環境政策課 ○ ・森林レンジャーあきる野が蓄積した経験を次

世代の森の守り人となる子どもたちにつないで

いくため、森林レンジャーあきる野とともに学

び、森づくりを行う第 4 期森の子コレンジャー

が活動した。 

・小宮ふるさと自然体験学校において、地域や

自然環境に対する正しい知識と地域や自然を大

切に思う気持ちを統合させた環境教育の推進を

図るため、各種自然体験事業を実施した。 
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ス 栄養相談、栄養教育や健康教育は乳幼児期から取り組むため、保育園、幼稚園及び学校との連

携を検討します。 

健康課 

保育課 

学校給食課 

○ ・３歳児健診時におやつのとり方、バランスの

取れた食事などの食育を実施した。(健康課) 

 

・公立保育園において、食をテーマにした食育

集会を実施した。 

・食への興味や調理力を身につける基本として

各年齢に応じ調理保育を公立保育園において実

施した。(保育課) 

 

・学校給食課栄養士及び調理員による夏休み料

理教室を開催した。 

・児童・生徒の健全な食生活の実現に向けて食

育授業を実施した。 

 （秋川 6 校、120 時間、五日市 4 校、28 時間） 

 (学校給食課)  

 

セ 経済的理由により学用品等の購入が困難な世帯に対して、市が援助を行うことにより保護者の

経済的負担の軽減を図ります。 

教育総務課 ○ 継続実施  
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
一
節 

子
ど
も
に
か
か
わ
る
施
策 

3 要保護児童

への対応の

充実 

(1)児童虐待防止

対策の充実 

ア 市広報紙・ホームページなどを有効に活用し、児童虐待防止のための啓発を図ります。また、

「児童虐待防止対応マニュアル」の見直しを行います。 

子育て支援課 ○ ・市広報紙・ホームページ、通信誌、メール配

信等などを有効に活用し、児童虐待防止のため

の啓発活動を実施した。 

・ポスター等の掲示物等の配備品を増加し設置、

掲示を実施した。 

・国、東京都の手引き等の改正及びガイドライ

ンの制定に向けた児童虐待防止マニュアルの改

定準備を進めた。 

 

イ 児童虐待の早期発見と迅速かつ的確な対応を行うため、地域における関係機関相互の情報交換

や連携の強化を図ります。 

子育て支援課 ○ ・要保護児童の登園・登校状況の把握。関係機

関が開催するケース会議や連絡会等に参加し

た。 

・保育園等を訪問し子ども家庭支援センターの

紹介等を行った。 

・母子、精神保健関係機関との連絡会を開催し

た。 

 

ウ 要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、要保護

児童対策地域協議会を必要に応じて開催します。 

子育て支援課 ○ 代表者会議 2回 

実務者会議 3回 

個別ケース検討会議 23回 

講演会の開催 1回（一般市民向け） 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
一
節 

子
ど
も
に
か
か
わ
る
施
策 

3 要保護児童

への対応の

充実 

(2)ひとり親家庭

等への支援の充

実 

ア 日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対して、一定の期間ホームヘルパーを派

遣し、日常生活に必要なサービスを行い、自立を支援します。 

子育て支援課 ○ ヘルパー派遣会社への委託事業を行った。 

1社 利用件数 3件 延べ 375日 

 

イ ひとり親家庭の児童の福祉の増進を図るため、児童育成手当を支給します。 子育て支援課 ○ ・受給者数 1,034世帯 

・受給児童数 1,541人 

 

ウ 母子家庭等の児童の福祉の増進を図るため、児童扶養手当を支給します。 子育て支援課 ○ ・受給者数 637人 

・支給停止者数 103人 

 

エ １８歳以下の子どものいるひとり親家庭の保護者と子どもの医療費を助成します。 子育て支援課 ○ ・受給者数 1,366人（642世帯） 

・医療費助成件数 17,366件 

 

オ 東京都内に６か月以上居住している母子家庭で、２０歳未満の子どもを扶養している方を対象

に、「東京都母子福祉資金」の貸付をします。 

子育て支援課 ○ 東京都の制度として母子家庭等の方が、経済的

に自立して安定した生活を送るために必要な資

金の貸付を行った。 

 9件 

 

カ 母子家庭の母親の自立を促進するため、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修

了した場合の受講料の一部を支給します。 

子育て支援課 ○ 母子家庭等で、指定した職業能力開発のための

講座を受講した者に対して、自立支援教育訓練

給付金制度はあるが、利用者はいなかった。  

 

キ 母子家庭高等技能訓練促進費事業を充実させ、母子家庭の母親が看護師等の資格取得のため、

専門学校等に入学する場合に一定期間生活の安定を図るための費用を支給します。 

子育て支援課 ○ 母子家庭等で、2年以上、看護師、理学療法士等

の養成機関で、資格取得を目的として就学する

場合、高等職業訓練促進費を支給し、生活の負

担の軽減を図った。 

 6件 

 

ク 母子家庭の母親や寡婦の自立に必要な相談や支援を行います。 子育て支援課 ○ 実相談人数  659人 

相談延べ件数 1,940件 

 

ケ 民生委員・児童委員は、地域社会の中で問題を抱えている方の調査・相談・指導・助言に当た

る一方、関係行政機関に対する協力活動も行っています。また、児童委員も兼ねていて、いじめや

児童虐待の問題など子育て支援に関することにも取り組んでいます。主任児童委員は、児童福祉に

関することを専門的に担当します。 

生活福祉課 ○ 民生委員・児童委員 

定数 70名 

相談・支援件数  2,384件 

 

コ 地域の課題をきめ細かく把握していくため、民生委員・児童委員はふれあい福祉委員と連携・

協力しながら活動を展開しており、今後も活動の充実を図ります。 

生活福祉課 ○ ６名のふれあい福祉委員が民生・児童委員の協

力員となっており、相互の団体間で連絡調整を

図りながら見守り活動等を支援した。 

 

サ 就労機会に恵まれないなど、安定した生活基盤を築くことが困難な低所得世帯の社会的な自立

に向け、各種助成についての情報提供や相談体制の充実などを図ります。 

子育て支援課 ○ 市広報やホームページ、チラシ等で周知を図っ

た。また、個別相談なども実施した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実施状況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
一
節 

子
ど
も
に
か
か
わ
る
施
策 

3 要保護児童

への対応の

充実 

(3)障がい児施策

の充実 

ア ２０歳未満の障がい児の保護者に「特別児童扶養手当」を支給します。 子育て支援課 ○ ・受給者数 121人 

・事務取扱件数 226件 

 

 

イ 保護者が疾病、冠婚葬祭等のため介護が一時的に困難となった場合に、障がい児を家庭で保護

する｢心身障がい児の緊急一時保護｣を継続して実施します。 

障がい者支援課 ○ 事業の実施により家族の介護負担を軽減を図っ

た。 

延べ利用人数 102人 

延べ利用時間 508時間  

 

ウ 本市がこれまで進めてきた特別支援教育の成果を踏まえ、現在抱えている課題の解決を図りな

がら、障がい児の教育環境の一層の整備とともに、特別支援教育の理念に基づいた市内小・中学校

の教育の一層の向上に取り組んでいきます。【重複掲載 第２節３(１)ア】 

指導室 ◎ ・特別支援教育検討委員会 年２回 

・特別支援教育推進連絡会 年３回 

・特別支援コーディネーター連絡会 年４回 

・特別支援学級担当者連絡協議会 年 8 回 

・各学校における校内委員会の実施  

・巡回相談員における相談及び指導の実施 

・副籍交流事業  対象者 86人 

          実施者 61人（70.93％） 

 

エ 保育園・幼稚園へ巡回相談員を派遣し、園児の適切な支援のあり方について、保育者にアドバ

イスを行うとともに、障がいの早期発見・早期対応に努めます。また就学支援シートを活用し、保

育園・幼稚園と学校との間で特別な支援の必要な児童の情報を共有し、個々のニーズに応じたきめ

細かい対応に努めます。 

保育課 

 

○ 認可保育園・幼稚園に巡回相談員を派遣し、園

児の適切な支援のあり方について、保育者にア

ドバイスを行った。 

保育園 15園、幼稚園 6園で実施 延べ 458人 

 

オ 障がい児が、個々の教育ニーズに応じた指導を受けられるよう、特別支援学級（固定）の充実

を図ります。【重複掲載 第２節３(１)イ】 

指導室 ◎ ・設置校数等（5/1現在） 

(1)知的障害特別支援学級固定制設置校数  

小学校 4校   8学級  53人在籍 

中学校 2校   8学級  55人在籍 

(2)情緒障害等特別支援学級固定制設置校数 

    中学校 1校   3学級   17人在籍 

・就学相談委員会   7回開催 

 

カ 学習障害や多動、また情緒的に不安定で心理的に配慮が必要な子どもが、各学校の通常の学級

に在籍したまま通級し、個別指導や小集団指導を受けられるよう、特別支援学級（通級）の充実を

図ります。【重複掲載 第２節３(１)ウ】 

指導室 

  

◎ ・設置校数等（5/1現在） 

(1)障害通級指導学級 

小学校 3校   8学級  67人在籍 

中学校 2校   2学級  11人在籍 

(2)言語障害通級指導学級 

小学校 1校   2学級  28人在籍 

・入級相談委員会   7 回開催 

 

キ 身体障害１級から４級まで、知的障害１度から 4度まで、あるいは脳性麻痺や進行性筋萎縮症

などの２０歳未満の障がい児に対し「心身障害者福祉手当」を支給します。 

障がい者支援課 ○ 継続して実施し、月額 15,000円又は 7,000円を

支給した。（年 3回、4，8，12月に支給） 
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ク 身体障害者手帳１級から３級まで、愛の手帳１度から３度までの手帳をもつ障がい児に対し

「心身障害者（児）交通費等助成金」を支給します。 

障がい者支援課 ○ 継続して実施し、月額 2,400円支給した。 

（年 3回、4，8，12月に支給） 

 

ケ ２０歳未満で身体又は精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別の介護を必

要とする障がい児に対し「障害児福祉手当」や「重度心身障害者手当」を支給します。 

障がい者支援課 ○ 継続して実施した。 

障害児福祉手当 月額 14,140円（年度末時点） 

重度心身障害者手当 月額 60,000円 

 

コ 保育を必要とする障がい児を対象に、保育園・幼稚園・学童クラブで障がい児保育事業を行い

ます。 

子ども政策課 

保育課 

○ 保育園 15園 （受入れ人数 41人） 

幼稚園  5園 （受入れ人数 25人） 

学童クラブ 14学童（受入れ人数 59人） 

 

サ 障がい児の療育相談などを実施している支援機関と連携し、在宅生活を支援します。 障がい者支援課 

 

○ 障がい児を対象としたサービス（放課後等デイ

サービス・児童発達支援）の案内や相談など、

関係機関と連携し、支援を図った。 

 

シ 居宅介護（ホームヘルプサービス）や移動支援など、障害者自立支援法の各サービスを利用し

て、障がい児の在宅生活、あるいは外出支援や余暇活動の参加を促進します。 

障がい者支援課 ○ 居宅介護等の給付により在宅生活の支援を図

り、また、移動支援事業の実施等により、外出

支援や余暇活動の参加を促進した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度末

の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
一
節 

子
ど
も
に
か
か
わ
る
施
策 

4 子育てを

支援する生

活環境の整

備 

(1)良好な居住

環境の整備 

ア 地域特性を活用し、河川、丘陵、緑地等、恵まれた自然を遊び場として情報提供するとともに、身

近な地域での公園設置については、「あきる野市緑の基本計画」と合わせて整備の検討を進めます。 

都市計画課 

管理課 

○ ・緑の基本計画の改訂の検討を進めており、市街

地内の公共空間のあり方を検討していく。 

・大規模開発等により設置された公園について

は、寄付を受け維持管理を行っていく。 

 

イ 公共施設、道路等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化及び市内道路整備路線での歩道等の

設置を推進します。【重複掲載 第２節３(３)ウ】 

生活福祉課 

施設営繕課 

建設課 

  ○ 

 

公共施設等で推進した。 

 ・玉見及び鳥居場会館：多目的ﾄｲﾚ、ｽﾛｰﾌﾟ、自

動扉及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置 

・草花公園タウン：高齢者用住戸に手摺､障がい

者用住戸に車椅子対応の台所等及びエﾚﾍﾞｰﾀｰを

設置 

・南秋留児童館：ﾄｲﾚに手摺を設置 

・小和田観光トイレ：多目的ﾄｲﾚ設置 

 

ウ 新築の市有建築物についてはバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化に努めるとともに、既存建

築物についても計画的に改善・整備を進めます。【重複掲載 第５節３(１)イ】 

生活福祉課 

施設営繕課 

○ 

 

既存施設等の改修工事で整備・改善を進めた 

 ・玉見及び鳥居場会館：多目的ﾄｲﾚ、ｽﾛｰﾌﾟ、自

動扉及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置 

・草花公園タウン：高齢者用住戸に手摺､障がい

者用住戸に車椅子対応の台所等及びエﾚﾍﾞｰﾀｰを

設置 

・南秋留児童館：ﾄｲﾚに手摺を設置 

・小和田観光トイレ：多目的ﾄｲﾚ設置 

 

エ 平成 18 年に施行されたバリアフリー新法に基づき、総合的にバリアフリー化を進めるための「基

本構想」の策定について検討を進めます。駅周辺の整備に合わせ、策定していくこととします。【重複

掲載 第５節３(１)ウ】 

生活福祉課 

都市計画課 

建設課 

施設営繕課 

管理課 

◎ 平成 22 年度までに市内 5 駅の駅舎バリアフリー

化を完了。秋川駅北口内の五日市街道の歩道段差

の解消等を目的とした改修を実施した。 

 

 

オ 鉄道やバス等の公共交通機関事業者に対し、施設・車両のバリアフリー化の取り組みを要請してい

きます。【重複掲載 第５節３(１)エ】 

企画政策課 ◎   

カ 東京都の福祉のまちづくり条例に基づき、民間施設においてもバリアフリー化が進むよう指導や情

報提供、適合証の交付などを行います。【重複掲載 第５節３(１)オ】 

生活福祉課 

施設営繕課 

○ 

 

 

バリアフリー化が進むよう情報提供や実施済み 

施設に指導した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
一
節 

子
ど
も
に
か
か
わ
る
施
策 

4 子育てを支

援する生活

環境の整備 

(2)子ども等の安

全の確保 

ア 青少年健全育成地区委員会では、子どもたちが通学途中や遊びの際に犯罪に巻き込まれそうに

なったときや困ったことが起きたときに避難できるよう、関係機関や地域の方々の協力により「が

くどうひなんじょ」の看板を設置し、地域ぐるみで子どもが安全で安心して活動できるよう地域の

支援体制の構築に努めています。 

生涯学習スポー

ツ課 

 

○ 関係機関や地域の方々の協力により「がくどう

ひなんじょ」の看板を設置し、地域ぐるみで子

どもが安全で安心して活動できるように地域で

の支援を図った。 

「がくどうひなんじょ」看板設置数 764 件 

 

イ 市広報紙・ホームページを活用し、防犯活動のＰＲの充実を図ります。また、警察、防犯協会、

町内会・自治会及び関係機関の協力を得て、防犯体制の充実を図ります。 

地域防災課 ○ 市広報紙、ホームページ、防災行政無線、あき

る野安心メール、あきる野夏まつり、産業祭で

の防犯活動の PR や防犯情報を発信した。また、

警察署、防犯協会、町内会・自治会及び関係機

関の協力を得て、各種防犯対策事業を推進した。 

 

ウ 保育園、幼稚園、学校等の安全対策を進めるとともに、地域での取り組み体制を強化し、施設

周辺や通園・通学路における防犯活動を推進します。 

地域防災課 

保育課 

教育総務課 

○ 前年度に引き続き、防災行政無線を利用した交

通安全・防犯に関する放送を行うとともに、下

校時の児童の見守りをお願いする放送や安心メ

ールによる防犯情報の配信を行った。 

 

エ 交通事故防止の推進を図るため、警察、交通安全協会の協力を得て、交通安全運動や交通安全

教室などの講習会を通じ意識の高揚を図ります。 

地域防災課 

指導室 

 

○ 

 

 

 

・前年度に引き続き、各種交通安全対策事業を 

推進した。 

・小中学校で「自転車安全利用五則」等を活用

した安全教育を実施した。 

 

 

オ 消防署と消防団の連携を軸にして防災・消防対策を推進します。更に、平成２０年に組織され

た防災・安心地域委員会による自主防災活動の推進を支援します。 

地域防災課 

 

○ 前年度に引き続き、消防署と消防団との連携と 

併せ、防災・安心地域委員会、町内会・自治会 

等と協力し、地域防災力の強化を図るとともに、 

地域の防災への取組を支援するため、地域防災 

リーダーの育成に取り組んだ。 

 

カ 関係機関と調整を行い、災害時の要援護者の安否確認、避難、救援のための支援体制づくりを

検討します。 

地域防災課 ○ 防災・安心地域委員会本部委員会において、市

事務局と検討中 

 

キ 学校安全ボランティア、学区安全推進会議、地域学校安全指導員等による巡回指導等の活動を

支援します。 

教育総務課 ○ ・学校安全推進会議を年 2回実施した。 

・学校安全講習会を年 2回実施した。 

・スクールガードリーダー（警察官ＯＢ）によ

る小学校を中心とした校内及び通学路等の安全

点検を実施した。 

・学校安全ボランティアの活動を支援した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 

 

担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
二
節 

障
が
い
者
に
か
か
わ
る
施
策 

１理解と交

流の促進 

(1)障がい理解の

た め の 啓 発 活

動・交流の促進 

ア 市広報紙・ホームページで障がい者週間（１２月３日から１２月９日まで）を周知するとともに

障がい理解のための啓発記事を掲載します。 

障がい者支援課 ○ 「障がい者週間に就労支援事業所や障がい者

団体の活動内容の紹介などを行う展示会の開

催案内」や「障がい者シンボルマークの内容」

など、障害理解のための広報掲載を行った。 

 

イ 市役所コミュニティホールに障がい者の絵画や陶芸などの作品を展示し、障がい理解のための

啓発活動を行います。 

障がい者支援課 ○ 障がい者週間に「就労支援事業所や障がい者団

体の活動内容の紹介などを行う展示会」を市役

所１階コミュニティホールで行い、障害理解の

啓発に取り組んだ。 

 

ウ 講演・映画などを通じて市民、特に小・中学生の障がいや障がい者に対する理解を深め、障が

い者との交流を促進します。 

障がい者支援課 ○ 障がい者週間等に障がい者団体が行う障害理

解のための事業を支援し、障害理解の啓発に取

り組んだ。 

 

エ 社会福祉協議会が実施している「夏！体験ボランティア」や、「ふれあいクリスマス会」など

を支援し、交流の場づくりを進めます。 

障がい者支援課 ○ 要請に応じ支援する。  

あきる野市地域保健福祉計画(平成 22 年度～26 年度) 実施状況 

◎実施済  ○実施中  □実施予定  ×未実施 
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 中項目 

 

 

  小項目 

 

 

取  組  内  容 

 

 

担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
二
節 

障
が
い
者
に
か
か
わ
る
施
策 

2 自立生活の

支援 

(1)情報提供・相談

支援体制の充実 

ア 地域自立支援協議会を中核として、地域の課題を整理しながら専門的な相談支援体制の充実を

図ります。 

障がい者支援課 ○ 協議会各部会において、それぞれの課題につい

て協議した。 

 

イ 障がい者が気軽に利用できる障がい福祉の拠点施設を「あきる野サポートセンター」（秋川健

康会館）とし、地域における障がい者の自立生活を支援するため、就労支援や生活支援などの総

合的な支援を行います。 

障がい者支援課 ○ 障がい者相談施設として理解され、多くの方に

利用されている。 

電話延べ件数：6,156 件 

来訪延べ件数：1,887 人 

訪問延べ件数：1,040 件 

 

ウ 身体障害者相談員・知的障害者相談員、民生委員・児童委員及び相談支援事業者と連携し、情

報提供や相談支援に当たります。 

障がい者支援課 ○ 身体障害者相談員 2 人、知的障害者相談員 2 人及

び相談支援事業者「あすく」等との連携を図り、情

報提供を行うとともに、相談者等の情報収集・現状

把握に努めた。 

 

エ 障がい者に関わる各種制度やサービス等を総合的にまとめた手引の発行や市広報紙・ホームペ

ージを通じて情報提供の充実を図ります。 

障がい者支援課 ○ 窓口において「障がい者の手引き」等の配布、

広報等による制度周知等の情報提供を行った。 

 

(2)在宅支援サー

ビスの充実 

ア 在宅で介護サービスを受けながら生活を継続していけるように、訪問系サービスの充実を図ります。 障がい者支援課 ○ 各種サービス等を給付することにより、在宅生

活の支援を図った。 

 

イ 入浴サービス、おむつの給付等により、在宅生活を支援します。 障がい者支援課 ○ ・施設入浴サービス 

 3 事業所に委託し、事業実施した。 

 利用延べ人数 888 人 

・おむつ給付 利用延べ人数 880 人 

 

ウ 補装具や日常生活用具の給付などを行い、在宅生活を支援します。 障がい者支援課 ○ 各種サービス等を給付することにより、在宅生

活の支援を図った。 

 

エ 障がい児の療育相談などを実施している支援機関と連携し、在宅生活を支援します。 障がい者支援課 ○ 障がい児を対象としたサービス（放課後等ディ

サービス・児童発達支援）の案内や相談など、

関係機関と連携し、支援を図った。 

 

オ 障がい者を見守り支援したり、重度脳性麻痺者の介護者に手当を支給するなど、日常介護して

いる家族の一時的な負担軽減を図ります。 

障がい者支援課 ○ 事業実施により家族の介護負担及び経済的な負

担の軽減を図った。 

緊急一時保護事業 延べ 508 時間 

重度脳性麻痺介護事業 延べ 1,152 日 

 

カ 障害基礎年金、障がいに関する各種手当、難病患者等見舞金、交通費等を支給し、障がい者の

経済的負担の軽減を図ります。 

障がい者支援課 ○ 事業実施により経済的負担の軽減を図った。  

(3)コミュニケー

ション支援の充

実 

ア 意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に手話通訳及び要約筆記を行う手話通訳者

等を派遣します。 

障がい者支援課 ○ 事業実施により聴覚障がい者のコミュニケーシ

ョン手段の確保が図られた。 

延べ利用人数 10 人、延べ利用回数 27 回 

延べ利用時間 43 時間 13 分 

 

イ 視覚障がい者のための活字読み上げ装置や拡大読書器を窓口に備えるなど、コミュニケーショ

ンの支援を行います。 

障がい者支援課 ○ 窓口に備え、貸出も実施した。  
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ウ 市の窓口に手話通訳の可能な職員を配置し、コミュニケーション支援の充実を図ります。 障がい者支援課 ○ 月 1 回（毎月 20 日）、午前 9 時から正午の間、

市役所受付カウンターに手話ボランティアを配

置した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
二
節 

障
が
い
者
に
か
か
わ
る
施
策 

2 自立生活の

支援 

(4)暮らしや生活

の場の確保 

ア 障がい者の地域での自立生活を促進するため、東京都補助制度を活用したグループホーム・ケ

アホームの整備を支援します。 

障がい者支援課 ○ 新たなグループホームの建設に向け、事業者か

らの相談等への対応を行った。 

 

イ 連帯保証人の確保ができないため、民間賃貸住宅への入居に困窮している障がい者の世帯に対

し、民間賃貸住宅への入居を支援します。 

 

障がい者支援課 ○ 相談件数 １件、利用実績なし。  

ウ 障がい者の日常生活の利便を図るため、住宅設備の改善に要する費用の一部を助成します。 障がい者支援課 ○ 事業実施により、利用者の経済的な負担軽減が

図られた。 

 

エ 東京都精神障害者退院促進支援事業に協力し、地域生活への移行を促進します。 障がい者支援課 ○ 東京都精神障害者退院促進支援事業により、対

象者の地域移行を実施した。 

 

(5)権利擁護のた

めの支援 

ア 消費者被害、クーリングオフ、成年後見制度利用などについて、司法書士等が相談に応じ、支

援します。 

障がい者支援課 

 

○ 司法書士等との連携により、相談など必要な対

応を行った。 

 

イ 配偶者及び４親等内の親族がない知的障がい者や精神障がい者が成年後見制度を利用しよう

とする場合は、後見、保佐及び補助に係る審判の請求手続を支援します。 

障がい者支援課 

 

○ 司法書士等との連携により、相談など必要な対

応を行った。 

 

ウ 中立的な第三者である評価機関が福祉サービス事業者のサービスや経営を評価し、結果を公表

するという東京都事業の普及・啓発を行います。 

障がい者支援課 

 

○ 一部事業者において第三者評価を実施した。  
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
二
節 

障
が
い
者
に
か
か
わ
る
施
策 

3 生活行動の

支援 

 

(1)一人ひとりの

ニーズに応じた

教育の推進 

ア 本市がこれまで進めてきた特別支援教育の成果を踏まえ、現在抱えている課題の解決を図りな

がら、障がい児の教育環境の一層の整備とともに、特別支援教育の理念に基づいた市内小・中学

校の教育の一層の向上に取り組んでいきます。【重複掲載 第１節３(３)ウ】 

指導室 ◎ ・特別支援教育検討委員会 年２回 

・特別支援教育推進連絡会 年３回 

・特別支援コーディネーター連絡会 年４回 

・特別支援学級担当者連絡協議会 年 8 回 

・各学校における校内委員会の実施  

・巡回相談員における相談及び指導の実施 

・副籍交流事業  対象者 86人 

          実施者 61人（70.93％） 

 

イ 障がい児が、個々の教育ニーズに応じた指導を受けられるよう、特別支援学級（固定）の充実

を図ります。【重複掲載 第１節３(３)オ】 

指導室 ◎ ・設置校数等（平成 26年 5月 1日現在） 

(1)知的障害特別支援学級固定制設置校数  

小学校 4校   8学級  53人在籍 

中学校 2校   8学級  55人在籍 

(2)情緒障害等特別支援学級固定制設置校数 

    中学校 1校   3学級   17人在籍 

・就学相談委員会   7回開催 

 

ウ 学習障害や多動、また情緒的に不安定で心理的に配慮が必要な子どもが、各学校の通常の学級

に在籍したまま通級し、個別指導や小集団指導を受けられるよう、特別支援学級（通級）の充実

を図ります。【重複掲載 第１節３(３)カ】 

指導室 ◎ ・設置校数等（平成 26年 5月 1日現在） 

(1)障害通級指導学級 

小学校 3校   8学級  67人在籍 

中学校 2校   2学級  11人在籍 

(2)言語障害通級指導学級 

小学校 1校   2学級  28人在籍 

・入級相談委員会   7 回開催 

 

(2)日中活動の場

の確保 

ア 通所授産施設や通所訓練施設を新たなサービス体系に移行し、日中活動の場を確保します。 障がい者支援課 ◎ 平成 24 年度末をもって、市内の授産施設、通所

訓練施設は法内へ移行した。 

 

イ 常時介護を必要とする人に、昼間、施設での専門的な介護サービスが受けられるなど、誰もが

安心して生活できるよう日中の介護サービスを充実します。 

障がい者支援課 

 

○ 障害福祉サービス（生活介護）等の給付により支

援を図った。 

 

ウ 就労に必要な知識及び能力向上のため必要な訓練を行ったり、一般企業での就労が困難な人に

働く場を提供するなど支援する場を確保します。 

障がい者支援課 

 

○ あきる野市就労・生活センターあすくにおいて、就

労支援を図るとともに、障害福祉サービス（就労継

続支援事業）等を給付することにより支援を図った。 

 

エ 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流を行う場を確保します。 障がい者支援課 ○ 地域活動支援センターⅠ型事業を「フィレ」、Ⅲ

型事業を「虹の家」に委託し、それぞれで生産活

動等を促進できるよう支援した。 

 

オ 拠点施設（あきる野サポートセンター）を障がい者の交流の場とします。 障がい者支援課 ○ 障がい児の遊び場・学習の場として、また、障が

い者及び各団体の交流の場として活用した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
二
節 

障
が
い
者
に
か
か
わ
る
施
策 

3 生活行動の

支援 

(3)生活活動範囲

の拡大・外出の支

援 

ア 屋外での移動が困難な障がい者の外出のための支援を行います。 障がい者支援課 

 

○ 移動支援、同行援護等の支援を行った。  

イ 社会福祉協議会で実施している障がい者等の送迎サービスを支援します。 生活福祉課 

 

○ 

 

市から社会福祉協議会に家事援助サービスの移

送サービス事業について助成金を交付し支援し

た。 

 

ウ 公共施設・公共交通機関、道路等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化及び市内道路整

備路線での歩道等の設置を推進します。【重複掲載 第１節４(１)イ】 

生活福祉課 

施設営繕課 

建設課 

○ 

 

公共施設等で推進した。 

 ・玉見及び鳥居場会館：多目的ﾄｲﾚ、ｽﾛｰﾌﾟ、

自動扉及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置 

・草花公園タウン：高齢者用住戸に手摺､障が

い者用住戸に車椅子対応の台所等及びエﾚ

ﾍﾞｰﾀｰを設置 

・南秋留児童館：ﾄｲﾚに手摺を設置 

・小和田観光トイレ：多目的ﾄｲﾚ設置 

 

エ 自動車運転教習費用の助成や身体障害者用自動車改造費の助成を行い、日常生活の利便や生活

圏の拡大を図ります。 

障がい者支援課 

 

○ 事業実施により経済的負担軽減を図った。 

・自動車改造費助成事業 

利用件数 1 件 

・自動車運転教習費用助成事業 

 利用件数 1件 

 

オ 意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に手話通訳者を派遣し、生活行動を支援しま

す。 

障がい者支援課 

 

○ 延べ利用人数 10 人  延べ利用回数 27 回 

延べ利用時間 43 時間 13 分 

 

(4)緊急時対応、安

全な避難場所の

確保 

ア 聴覚障がい者が、携帯電話等を利用して緊急通報を行う緊急メール通報やファクシミリを利用

して緊急通報を行う緊急ファクシミリ通報などに係る情報の提供や活用を促進します。 

障がい者支援課 

 

○ 聴覚障がい者からの相談に応じて、情報提供を

行った。 

 

イ 障がい者などを対象に家具転倒防止器具等を給付することにより、震災時における被害を軽減

させ、安全・安心の向上を図ります。 

 

地域防災課 

 

◎ 地域防災課としては平成 21 年度から 23 年度まで、

障がい者を含めた一般市民を対象に転倒防止器具

の給付を実施した。今後、実施予定の見込みはなし。 

 

ウ 障がい者も含めた災害時要援護者対策を踏まえ、地域防災計画を策定します。 地域防災課 ○ 災害時要援護者対策を踏まえた地域防災計画の

修正を平成 25 年 9 月に修正済。継続して検討中 

 

エ 障がい者が利用する作業所等について、避難所としての利用を検討します。 地域防災課 ◎ ・平成 24 年 2 月に都立あきる野学園と二次避難

所施設利用に関する協定を締結した。 

・平成 24 年 4 月にあきる野市老人福祉施設連絡

協議会と二次避難所施設利用に関する協定を

締結した。 

 

オ 地域防災計画において、障がい者も含め医療体制の整備をします。 地域防災課 ○ 医療機関等の組織と協定を結び災害時における

医療体制の整備を進めた。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
二
節 

障
が
い
者
に
か
か
わ
る
施
策 

4 社会参加の

支援 

 

(1)就労の支援 ア 障がい者就労・生活支援センターを開設し、就労全般の相談・支援を行うとともに、就労の機

会の拡大や職場定着支援、職場開拓など、障がい者の就労を支援します。 

障がい者支援課 

 

○ ハローワークとの連携等を含め、就労支援を図

った。 

 

イ 就労移行支援、就労継続支援などの事業者と連携を図り、障がい者の就労に関する情報提供を

します。 

障がい者支援課 

 

○ 就労支援センターとの連携で事業を実施した。  

ウ 地域自立支援協議会での就労支援部会を中心として、障がい者の就労に関する知識や情報を交

換したり、仕事の提供先の確保などを図ります。 

障がい者支援課 

 

○ 部会において課題等の検討・情報交換を行った。  

エ 生産活動の機会の提供を行っている地域活動支援センターの運営を支援し、障がい者の社会参

加を支援します。 

障がい者支援課 

 

○ 地域活動支援センターⅠ型事業を「フィレ」、Ⅲ

型事業を「虹の家」に委託し、それぞれで生産

活動等を促進できるよう支援した。 

(2)余暇活動・生涯

学習活動への支

援 

ア 障がい者の支援事業者などが行う障がい者を対象にしたスポーツイベント、講座等への協力や

支援を行います。 

障がい者支援課 

 

○ 事業者の要請に応じ協力した。  

イ 障がい者が余暇活動などへ参加ができるよう、移動支援事業や手話通訳、要約筆記などのコミ

ュニケーション事業の充実を図ります。 

障がい者支援課 

 

○ 同行援護の実施により視覚障がい者の社会参加

を促進するとともに、手話通訳派遣事業により

聴覚障がい者のコミュニケーション手段の確保

を図った。 

 

ウ 視覚障がい者が、点字図書等からの情報の入手を得やすくするため、点字図書購入費助成事業

を実施します。 

障がい者支援課 

 

○ 本年度は、利用者がなかったが、引き続き、事

業実施により視覚障がい者の利便を図ってい

く。 

 

エ 声の広報や、図書館で実施している対面朗読サービス、録音図書と点字図書の貸し出しを継続

し、視覚障がい者等への情報や知識の提供をします。 

市長公室 

図書館 

○ 

 

声の広報は、デイジー化して実施した。図書館

では、ホームページの改訂や障がい者サービス

機材の貸出しを開始した。（機材：よみともライ

ト、デイジー図書再生機）(市長公室) 

 

 

「デイジー版広報あきる野」の貸出しを開始す

るとともに、新たに「ギカイの時間」「一房のぶ

どう」をデイジー化し、情報提供を行った。 

障がい者サービス機材の貸出しを継続実施し

た。（機材：よみともライト、デイジー図書再生

機）(図書館) 

 

(3)当事者活動の

支援 

ア 市広報紙を活用して障がい者団体の活動状況や会員募集などを掲載します。 障がい者支援課 ○ 各団体の要請に応じ実施している。  

イ 障がい者団体などを通じ、説明会を開催するなど、障がい者に関する制度等の情報の提供を行

います。 

障がい者支援課 

 

○ 市から直接、情報提供するほか、地域自立支援

協議会各部会を通じ、情報を提供した。 

 

ウ あきる野市障害者団体連絡協議会と連携を図り、その運営を支援します。 障がい者支援課 ○ 市補助金を交付し運営を支援した。  

エ 障がい福祉の拠点施設である「あきる野サポートセンター」（秋川健康会館）を、障がい者や

障がい者団体の活動の場として提供します。 

障がい者支援課 

 

○ 障がい児の遊び場・学習の場として、また、障

がい者及び各団体の交流の場として活用した。 
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オ 地域自立支援協議会の中で、障がい者団体相互の意見交換や交流を目的とした部会を開催しま

す。 

障がい者支援課 

 

○ 複数回の各部会活動を実施した。  

カ 障がい者や障がい者団体のニーズに即した各種計画の策定や検討委員会を推進するため、障が

い者や障がい団者体の参画を促進します。 

障がい者支援課 

 

○ 障がい者福祉計画の策定に際し、障がい者当事者や

障がい者団体が参画したほか、各関係機関等が参画

する自立支援協議会において、障害福祉に係る課題

の検討、ニーズの把握等を行い、計画に反映できる

よう取り組んだ。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
三
節 

高
齢
者
に
か
か
わ
る
施
策 

１介護予防

と健康づく

り 

 

(1)介護予防の推

進 

ア 生活機能評価の結果で特定高齢者と決定し、介護予防プランを作成された方に対して「運動器

の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」等による介護予防教室を実施します。 

高齢者支援課 

 

○ ・はつらつ元気アップ教室（運動器の機能向上、

栄養改善、口腔機能の向上） 

9 回コース 6 回 参加者 15 人 

・整骨院による運動機能向上トレーニング 

3 か月 1 クール 利用者 21 人 

 

 

イ 市内の町内会・自治会において、地域イキイキ元気づくり事業を推進します。 高齢者支援課 

 

○ 地域イキイキ元気づくり事業 

 実施会場49箇所 実施回数 490回 延べ参加

者 6,897 人 

 

ウ 高齢者が住み慣れた地域で自立して生活ができるように介護予防を推進し、いつまでも元気で

暮らせるよう「ふるさと農援隊」事業を推進します。 

 

高齢者支援課 

 

○ 会員数 52 人（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

・ふるさと農援隊新規会員説明会（平成 26 年 4

月 7 日 11 人参加） 

 

(2)健康づくりへ

の支援 

ア 閉じこもりや認知症の高齢者を訪問して必要な保健指導を行い、心身の機能低下防止と健康の

保持増進を図ります。 

高齢者支援課 

 

○ 訪問型介護予防事業 

 利用者 5 人  

 

イ 特定健康診査（７４歳まで）と後期高齢者健康診査（７５歳以上）を通して、糖尿病等の生活

習慣病を早期に発見し、治療につなげます。 

健康課 ○ 医療機関で個別による健康診査を実施し、丁寧

な結果説明を行った。 

 

ウ 健康教育・健康相談を実施し、生活習慣の見直しに向けた情報を提供します。 健康課 ○ ・健康教育を実施した。（生活習慣病、骨粗鬆症、

歯周疾患等） 

・健康相談・栄養相談を実施した。 

 

2 多様な社会

参加の促進 

(1)就業への支援 ア シルバー人材センター助成事業により、「シルバー人材センター」を育成します。 高齢者支援課 

 

○ シルバー人材センター事業補助金 

補助額 36,800,000 円 

 

(2)社会参加への

支援 

ア 高齢者が地域社会で積極的な役割を果たせるように、ボランティア活動や高齢者クラブなどの

団体活動を通じた社会参加事業を支援し、地域福祉活動を推進します。 

高齢者支援課 

 

○ ・高齢者クラブ活動助成事業 

44 クラブ 会員数 3,153 人 

補助額 13,380 ,250 円 

・高齢者クラブ連合会補助 

補助額 2,223,000 円  

 

あきる野市地域保健福祉計画(平成 22 年度～26 年度) 実施状況 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
三
節 

高
齢
者
に
か
か
わ
る
施
策 

3 高齢者の地

域生活への

支援 

(1)介護保険サー

ビスの充実 
ア 居宅サービスについては、サービスの質の向上を図るとともに、適正なサービスを提供します。

施設サービスについては、各施設において入所者に適正なサービスを提供します。 

地域密着型サービスについては、住み慣れた地域で生活を続けていけるよう、公正かつ透明性

の高いサービスを提供します。 

高齢者支援課 ○ ・居宅サービスでは、居宅介護支援事業所が３

か所減少したものの、訪問介護事業所が１か

所、通所介護事業所が２か所増え、サービス

の充実が図られた。 

・施設サービスでは、事業所の増設は無かった

ものの、入所希望者に対する適切な入所が行

われた。 

・地域密着型サービスでは、新たに小規模多機

能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生

活介護事業所の選定が１か所ずつされたが、

各々開設が平成２７年度になったため、補助

金の出来高変更等の事務を適切に調整を行っ

た。 

 

イ 適正な介護保険サービスの実現に向け、利用者とサービス提供事業者のバランスを的確にとら

え必要なサービスの供給量を確保します。 

高齢者支援課 

 

○ ・第 5 期介護保険事業計画（計画期間：平成 

24 年度～平成 26 年度）に基づき、必要とな

るサービス事業量の確保と提供に努めた。 

 

ウ ケアマネジメントの充実を図るため、居宅介護支援専門員の能力向上に向けた支援（相談、研

修等）を行います。 

高齢者支援課 

 

○ ・あきる野市介護事業者連絡協議会の居宅介護

支援事業者部会に出席し、制度等の説明を行

った。 

 

エ 介護サービスが適正に提供されるよう、事業者連絡協議会等と連携を図ります。 

 

 

高齢者支援課 

 

○ ・あきる野市介護事業者連絡協議会と連携を図

り、課題の検討、意見交換、情報収集を行っ

た。 
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(2)福祉サービス

の充実 

ア 高齢者の一人暮らし世帯や高齢者世帯に対して高齢者福祉電話事業、高齢者配食サービス事業

等の助成を行います。 

高齢者支援課 

 

○ 高齢者福祉電話事業 

貸与件数 

月 貸与 保管 

4 7 世帯 9 台 

5 7 世帯 9 台 

6 8 世帯 8 台 

7 10 世帯 6 台 

8 10 世帯 6 台 

9 9 世帯 7 台 

10 9 世帯 7 台 

11 9 世帯 7 台 

12 9 世帯 7 台 

1 9 世帯 7 台 

2 9 世帯 7 台 

3 9 世帯 7 台 

 

定額料金等の維持費助成件数 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

件数 120 119 119 117 116 113 

月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

件数 109 109 109 109 109 108 

合計 1,357 件 

 

高齢者配食サービス事業  

延べ配食数 14,716 食 

 

イ 介護者の負担を軽減するために、ねたきり高齢者のおむつ等給付事業及び介護や病気の知識を

学ぶための家族介護者教室を実施します。 

高齢者支援課 

 

○ ・高齢者おむつ等給付事業 

現金支給 延べ人数   6 人 

助成額   105,000 円 

現物支給 延べ人員 5,181 人 

助成額 21,989,590 円 

・家族介護教室  

  全 8 回 参加者 192 人 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
三
節 

高
齢
者
に
か
か
わ
る
施
策 

4 連携と支え

合いの仕組

みづくり 

(1)支え合いの仕

組みづくり 

ア 地域包括支援センターが、地域における関係機関相互の情報交換や連携、高齢者虐待防止の普

及啓発などのため設置した「高齢者虐待ネットワーク会議」を活用し、高齢者虐待の早期発見と

迅速かつ的確な対応を図ります。 

高齢者支援課 

 

○ 高齢者虐待防止ネットワーク会議 3 回開催 

高齢者虐待と捉えた人数 10 人 

 

イ 病気などのために、財産管理や契約などの法律行為が困難な高齢者の方が、成年後見制度を利

用する場合は、後見、保佐及び補助に係る審判の請求手続を支援します。 

高齢者支援課 

 

○ ・成年後見に関する相談件数 181 件 

・成年後見相談窓口を開設するとともに、成年

後見推進機関を設置した。 

 

ウ 高齢者が要介護状態にならないようにするため、また、高齢者が介護や支援が必要な状態にな

っても、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、高齢者とその家族を地域で支えていくため

の仕組みづくりを進めます。 

高齢者支援課 

 

○ ・認知症サポーター養成講座  

全 31 回 1,736 人 

・高齢者クラブ理事会・民生委員協議会・ふれ

あい福祉委員研修会へ出席した。 

 

(2)相談体制の充

実 

ア 地域包括支援センター、在宅介護支援センター等において、高齢者に係わる幅広い相談を受け、

問題解決やサービス向上につながる体制を推進します。関係機関との連絡・調整を行い、相談者

のニーズにあったきめ細かな支援を行います。 

高齢者支援課 

 

○ 在宅介護支援センター連絡会 12 回開催  

イ 地域包括支援センターの名称は、市民に親しみやすいように秋川地区を担当する事業所（市役

所高齢者支援課内）を「高齢者はつらつセンター」とし、五日市地区を担当する事業所（市役所

五日市出張所内）を「五日市はつらつセンター」という名称としました。 

高齢者支援課 

 

◎   
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
三
節 

高
齢
者
に
か
か
わ
る
施
策 

5 安心して住

み続けられ

る生活環境

の整備 

(1)生活環境の整

備と支援 

ア 公共施設や多くの人々が利用する建物や道路などのバリアフリー化を進めていきます。 生活福祉課 

施設営繕課 

建設課 

○ 

 

公共施設等で推進した。 

 玉見及び鳥居場会館：多目的ﾄｲﾚ、ｽﾛｰﾌﾟ、自

動扉及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置 

草花公園タウン：高齢者用住戸に手摺､障が

い者用住戸に車椅子対応の台所等及びエﾚﾍﾞ

ｰﾀｰを設置 

南秋留児童館：ﾄｲﾚに手摺を設置 

小和田観光トイレ：多目的ﾄｲﾚ設置 

 

イ 福祉有償運送事業者を支援します。 生活福祉課 

障がい者支援課 

高齢者支援課 

○ ・市から社会福祉協議会に助成金を交付し、支

援した。 

・多摩地区福祉有償運送協議会へ負担金を拠出

するなどして支援した。 

 

ウ 木造市営住宅の建替えに伴い、高齢者世帯向け市営住宅や高齢者福祉施設の整備の検討を行い

ます。 

高齢者支援課 

施設営繕課 

○ 

 

市営住宅の建設工事を平成 25年 9 月より進め、

平成 27 年 3 月に完成し、平成 27 年 4 月より管

理を開始する。この住宅一部には、一人暮らし

高齢者や高齢者のみの世帯が地域社会の中で

自立した生活を続けられるように、高齢者向け

に配慮した部屋を供給する。 

 

エ 市内に引き続き居住することを希望しながらも、住宅の確保が困難な高齢者世帯に対して、民

間住宅の入居支援を行います。 

高齢者支援課 

 

○ 高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業により実

施  平成 26 年度実績なし。 

 

オ 環境上の理由や経済的理由により居宅での生活が困難な高齢者を対象に、養護老人ホームにお

いて居住、食事等の日常生活上必要なサービスを提供します。 

高齢者支援課 ○ 養護老人ホーム入所者 平成 26 年度末 7 人  
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度末

の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
四
節 

健
康
づ
く
り
に
か
か
わ
る
施
策 

１保健相談

センター機

能の充実 

(1)保健相談セン

ター機能の充実  

ア いつでも気軽に育児、心身の健康の相談等に対応できるように専門職の配置について検討しま

す。 

健康課 ○ ・育児相談（乳児、幼児） 

 従事者 保健師、助産師、看護師、栄養士、

歯科衛生士 

36 回実施 相談者 1,290 人 

・健康相談（妊婦、産婦、乳幼児、その他） 

  健康課に所属する保健師が毎日対応 

面接対応 817 人、電話対応 347 人 

 

イ 予防接種、母子保健、健康づくり等の事業が重複しない事業の計画づくりをします。 健康課 ○ 毎年、各事業が重複しないよう保健事業を計画 

した。 

 

ウ 各種相談は、プライバシーの守れるように施設の活用を考えます。 健康課 ○ 相談会場の施設を考慮し、プライバシーが守れ

るよう配置し実施した。 

 

あきる野市地域保健福祉計画(平成 22 年度～26 年度) 実施状況 



30 

 

中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
四
節 

健
康
づ
く
り
に
か
か
わ
る
施
策 

2 健康づくり

の充実 

(1)母と子の健康

の維持・増進  

ア あきる野保健相談所を整備して、各種事業や相談事業などが受けやすいように充実します。 健康課 × 保健センターとしての機能を持つ施設整備がで

きなかったため。 

なお、現状の施設内容で各種事業を実施した。 

 

イ 母子保健法に基づき、妊娠届をした者に母子健康手帳を交付すると同時に保健師による面接を

実施します。 

健康課 ○ 保健師による面接を実施した。 

妊娠届受理件数 609 件 

 

ウ 各種健診事業の充実、受診しやすい体制づくりの検討を継続して行います。 健康課 ○ 乳幼児の健康診査、歯科健診、育児相談、母親

学級を実施、会場の施設を考慮し、効率も考え

各事業の流れ（動線）や実施方法を毎回検討し

実施した。 

 

エ 未受診者に対し、通知を送付するなどして、未受診理由を把握し、受診しやすい体制づくりの

検討と受診の啓発を行います。 

健康課 ○ 未受診者に対し、未受診理由の把握をするため、

担当保健師による電話掛け又は次回日程を通知

し受診勧奨を実施した。 

 

オ 母親学級や離乳食教室、むし歯予防教室などの講座の開催について、市民のニーズにあわせた

開催日及び内容を検討するとともに、周知徹底を図ります。 

健康課 ○ ・母親学級は、3 日制の平日コースと半日制の土

曜コースを実施、離乳食教室は乳幼児の月齢

に合わせた 3 コースで実施した。（年 10 回、

10回、4回実施）、むし歯予防教室は月 1 回実

施（8 月、12 月を除く） 

・市広報紙に掲載、また、チラシを作成し、母

と子の保健バックと一緒に配付、育児相談時

に配付し周知した。 

 

カ 訪問事業（新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問など）について、事業内容を周知します。 健康課 ○ ・妊娠届を受理した時に交付する母子健康手帳

などが入っている母と子の保健バックに入れ

周知、出生届と一緒に提出していただく出生

通知票の中で訪問の意思確認を実施した。 

・新生児訪問（第 1子）は、全家庭訪問を実施 

した。 

・新生児訪問の利用がなかった家庭には、こん

にちは赤ちゃん訪問で全戸訪問の実施を目指

した。 

 

キ 各種事業の実施について、市広報紙・ホームページ等を活用して、事業日程・事業内容を市民

に周知します。 

健康課 ○ 母子保健事業の実施内容を随時市広報紙、市 HP

に掲載し周知した。 

 

ク 母親及び乳幼児の健康保持、増進を図るとともに、子育てに関する相談や親同士の仲間づくり、

情報交流の場づくりを図るため、育児相談、母子保健相談、栄養相談、歯科相談、心理相談等を

実施します。実施にあたっては、市民のニーズにあわせた開催ができるように、開催日・事業内

容の検討を継続して行います。 

健康課 ○ 母子保健相談事業を計画する際、市民要望を考

慮し、効率も考え各事業の流れ(動線)や実施方法

を毎回検討し実施した。 
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ケ 総合的な相談に対応できるよう窓口の充実を図ります。相談件数の増加や相談内容の多様化に

対応できるような体制づくりを進めるとともに、職員の学習機会を増やします。 

健康課 ○ 保健師が相談担当を輪番制で実施した。 

 

 

コ 親同士の仲間づくりができるよう支援を進めます。 

 

健康課 ○ めざせ健康あきる野 21 では、子育て世代の方に

ついて「つながる子育て」を目標の１つとして

います。お母さん方が、育児相談後に気軽に立

ち寄れ情報交換や親同士の交流が行える場とし

て「ふれあい広場」を月１回開催した。 

 

(2)学童期・思春期

の健康づくりの

支援  

ア 関係機関の協力を得ながら児童生徒の健康状態、生活習慣を分析し、課題の抽出を進めます。 

 

 

教育総務課 ○ 定期健康診断を実施した。  

イ 学校での健康教育を進めるため、教育委員会と連携方法について検討します。 

 

 

健康課 ○ 食事・薬物乱用防止・喫煙防止教育を実施した。  
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
四
節 

健
康
づ
く
り
に
か
か
わ
る
施
策 

2 健康づくり

の充実 

(3)成人期の健康

づくり  

ア 市民の健康の保持増進を図ることを目的に健康手帳を交付します。さらに、健康手帳の活用方

法について情報提供を継続して行います。 

健康課 ○ 特定健診・保健指導等の記録、保健相談等で活

用した。 

 

イ 生活習慣病等の予防、その他健康についての正しい知識の普及を図り、適切な指導や支援を行

う「健康教育事業」の内容の充実を図ります。 

健康課 ○ 生活習慣病、骨粗鬆症、歯周疾患等の内容で集

団健康教育を実施した。 

 

ウ 心身の健康に関して個別の相談に応じる健康相談事業を、気軽に利用できるよう、相談体制の

整備を図ります。 

健康課 ○ 市役所、五日市ファインプラザ、あきる野保健

相談所で実施した。 

 

エ 疾病の早期発見及び早期治療に結びつけることを目的に、生活習慣病予防健診及び無保険者の

健診を継続して実施します。 

健康課 ○ 医療機関で個別による健康診査を実施した。  

オ がんの早期発見を目的に実施している「市民がん検診」について、市民のニーズに合った検診

の体制づくりを進めます。 

健康課 ○ 検診の種類を胃・大腸・肺・乳・子宮・前立腺

とし対象者に実施した。 

 

カ 食べる楽しみを実感できるよう歯の喪失を予防することを目的に歯周疾患検診を継続して実

施します。 

健康課 ○ 40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の市民を対象に実施 

した。 

 

キ 早期に骨量減少者を発見し、骨粗しょう症を予防することを目的に骨粗しょう症検診を継続し

て実施します。 

健康課 ○ 40 歳、45 歳 50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、70

歳の女性を対象に実施した。 

 

ク 市広報紙や健康のつどい等のイベントを活用して、検診（健診）を受診する必要性などの情報

提供を進めます。 

健康課 ○ 検診（健診）については、対象者への通知、広

報への記事掲載、チラシの配布で情報を提供し

た。 

 

ケ 電子申請を活用し申込みの簡素化を図るとともに、申込書を送付するなど申込みしやすい体制

づくりを進めます。 

健康課 ○ がん検診において電子申請で受付を実施した。  

コ 土、日曜日の検診（健診）、個別健診を導入していくなど、市民のニーズに合った検診（健診）

体制づくりを進めます。 

健康課 ○ がん検診、骨粗鬆症検診等で実施した。  
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
四
節 

健
康
づ
く
り
に
か
か
わ
る
施
策 

2 健康づくり

の充実 

(4)地域からの健

康づくり  

ア 町内会・自治会、サークル等のグループによる地域の自主的な健康づくりに向けた取り組みに

対し、支援を継続します。 

健康課 ○ あきる野市健康づくり市民推進委員と共に地域

の組織に対する健康づくりを実施した。 

 

イ 市民の健康の保持推進を図るため、健康づくり推進協議会で地域の実情に応じた健康づくり対

策を協議します。 

健康課 ○ 健康増進に関する協議と事業への提言を実施し

た。 

 

ウ 栄養や運動、休養について地域などで普及活動を行う健康づくり市民推進委員が、地域で活動

するための支援を進めます。 

健康課 ○ 地域イキイキ元気づくり事業等を保健師、看護

師、栄養士が支援した。 

 

エ 健康に対する市民意識の高揚を図り、疾病を予防することを目的に「あきる野市健康のつどい」

を継続して開催します。 

健康課 ○ 健康に対する意識の向上を図るため年１回実施

した。 

 

オ 多くの市民に健康づくりに関心をもってもらい参加を促すために、健康づくりに関する事業な

どの周知方法を工夫します。 

健康課 ○ 健康づくりの協力者として市民ボランティアが

周知活動を実施した。 

 

カ 市民意識調査等を活用して、地域別健康づくりの課題を把握し、地域の実情にあった対策を検

討します。 

健康課 ◎ 平成 24 年 2 月 1 日から 3 月 1 日までアンケート

を取り平成 24 年度にアンケート結果を分析・評

価した。 

 

キ 地域ぐるみで健康づくり活動に取り組むモデル地区の育成を進めます。 健康課 ◎ モデル地区の育成については、健康づくり市民

推進委員が、町内会・自治会を単位として活動

する地域イキイキ元気活動等が定着しため終了

した。 

 

ク 健康づくり市民推進委員経験者や健康づくり事業に参加した多くの方が、ボランティアとして

保健事業のサポートに協力していただけるように育成を進めます。 

健康課 ○ めざせ健康あきる野 21推進会議メンバーや食倶

楽部として保健事業を実施した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
四
節 

健
康
づ
く
り
に
か
か
わ
る
施
策 

2 健康づくり

の充実 

(5)食育の推進  ア 食育は、乳幼児期から必要なため、保育園、幼稚園、学校と連携しながら推進します。 健康課 

保育課 

学校給食課 

○ ・3 歳児健診時におやつのとり方、バランスの取

れた食事などの食育を実施した。(健康課) 

 

・公立保育園において、食をテーマにした食育

集会を実施した。 

・食への興味や調理力を身につける基本として

各年齢に応じ調理保育を公立保育園において

実施した。(保育課) 

 

・学校給食課栄養士及び調理師と夏休み料理教

室を開催した。 

・児童・生徒の健全な食生活の実現に向けて食

育授業を実施した。 

 （秋川 6 校、120 時間、五日市 4 校、28 時間） 

 (学校給食課)  

 

イ 医療関係機関等と連携を図り、地域での食育の推進のあり方を検討します。 健康課 ○ あきる野市健康づくり推進協議会や保健所と食

育推進を協議した。 

 

ウ 関係各課と食育推進状況や地域へのアプローチ等を話し合える場（連絡会の設置）を検討しま

す。 

健康課 ○ あきる野市食と栄養の連絡会を開催し食育の推

進を実施した。 

 

エ 食倶楽部（健康づくり市民推進委員）、食育推進班（あきる野市健康増進計画を推進するため

のグループ）の活動の支援や協働での事業を進めます。 

健康課 ○ 食倶楽部、食育推進班による市民への食育情報

の発信を実施した。 

 

オ 健康教育、イベント等で食事バランスガイドを活用した、望ましい食事の組み合わせの情報提

供と地域での取り組みを進めます。 

健康課 ○ 健康教育や地域講習会において食事バランスガ

イドを活用し食育推進を実施した。 

 

(6)心の健康づく

り 

ア 育児の悩み、学童期の悩み、思春期の悩み、仕事の悩み、介護の悩み、人間関係の悩み等、心

の悩み相談に関する需要に答えるため、関係機関と情報交換を図り、相談体制の充実を図ります。 

健康課 ○ 乳幼児健診で育児に関する悩み相談を実施し、

案件によっては所管課へ紹介した。 

 

イ 市広報紙・ホームページ等を活用し、相談窓口の情報提供を継続します。 健康課 ○ 相談窓口の情報を市広報、健康課窓口、ポスタ

ー、チラシなどで提供した。 

 

ウ プライバシーが保護されるような施設での、悩み相談の実施を検討します。 健康課 ○ 案件によってはプライバシーに配慮し相談を実

施した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
四
節 

健
康
づ
く
り
に
か
か
わ
る
施
策 

3 予防体制の

充実 

(1)予防接種の実

施  

ア 医師会の協力を得て、予防接種法等の規定に基づく予防接種(集団・個別)を継続して実施しま

す。 

健康課 ○ 集団接種:BCG 接種を実施した。 

個別接種:四種混合、三種混合、二種混合、不活

化ポリオ、麻しん・風しん（1 期、2

期）、日本脳炎、子宮頸がん、ヒブ、

小児用肺炎球菌、水痘、高齢者肺炎球

菌接種を実施した。 

 

イ 未接種者等に対する積極的勧奨を進めます。 健康課 ○ ・法令に定める対象者で未接種者に勧奨を行っ

た。 

・勧奨を行った予防接種:BCG、四種混合、二種

混合、麻しん・風しん（1 期、2 期）、日本脳

炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、高齢者肺

炎球菌 

 

ウ 予防接種の必要性や接種実施について市広報紙・ホームページ等により周知を図ります。 健康課 ○ ・市広報紙に予防接種日程を掲載した（4/1、9/1

号）。 

・市 HP に予防接種情報を掲載した（随時）。 

 

(2)高齢者の予防

接種 

ア 医師会の協力を得て、近隣市町村と協力し、65歳以上の高齢者のうち希望者に対して予防接種

法等の規定に基づくインフルエンザ予防接種を継続して実施します。 

健康課 ○ ・西多摩保健所管内 8 市町村統一単価で管内の

指定医療機関での個別接種を行った。 

159 医療機関で実施、8,978 人接種 

 

イ インフルエンザの予防接種の促進を、市広報紙・ホームページ等を活用し周知を図ります。 健康課 ○ ・市広報紙に予防接種日程を掲載した（10/15

号）。 

・市 HP に予防接種情報を掲載した（10/15 から

掲載）。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取組 備考 

第
四
節 

健
康
づ
く
り
に
か
か
わ
る
施
策 

3 予防体制の

充実 

(3)感染症予防・危

機管理体制の整

備  

ア 結核については、ＢＣＧの予防接種や健康診査の一環として６５歳以上の高齢者に対して胸部

Ⅹ線間接撮影を実施します。今後も、関係機関と連携し、結核の発生予防、蔓延防止に努めます。 

健康課 ○ BCG の定期予防接種により実施した。また、胸

部Ｘ線間接撮影は、市内医療機関により個別診

断を実施した。 

 

イ 東京都、医師会、近隣市町村及び庁舎内各部署との連携・協力により、蔓延防止等の対策を実

施します。 

健康課 ○ 西多摩保健医療圏における健康危機に対し、西

多摩健康危機管理対策協議会の中で関係機関と

の連携、協議、調整を実施した。 

 

ウ 東京都(保健所)等と協力しながら、健康被害の発生予防、拡大防止などの体制を整えます。 健康課 ○ 感染症予防対策として手指消毒薬 100 本を備蓄 

している。 

 

エ 感染防止対策、蔓延防止などについて、市広報紙・ホームページ等により情報提供し、周知を

図ります。 

健康課 ○ 市広報紙・ホームページでインフルエンザ、ノ

ロウィルス、デング熱の予防について周知した。 

 

オ 感染症対策マニュアル等の作成により危機管理体制を整えます。 健康課 ○ ・平成 26 年 12 月新型インフルエンザ等対策行

動計画を策定した。 

・新型インフルエンザ等に係る住民接種の実施

体制整備ガイドライン作成予定。 

 

(4)薬物乱用防止

対策の推進 

ア 東京都薬物乱用防止推進秋川地区協議会と連携をとりながら啓発活動等を進めます。同協議会

の活動では、薬物の乱用を防止するため、啓発用品等の配布、中学生に対する標語・ポスター募

集などの啓発を行います。 

健康課 ○ ・市内 8 中学校に対し薬物乱用防止の標語、ポ

スター募集、啓発を実施した。(応募点数 標

語 1,017 点、ポスター244 点) 

・応募作品の標語、ポスターの展示会(市役所１

階市民ホール)を 5 日間実施した。 

 

イ 薬物乱用の防止に向けて関係機関と協力しながら進めます。 健康課 ○ 警視庁福生警察署、警視庁五日市警察署、西多

摩保健所の協力に基づき、指導員研修を実施し

た。 

 

ウ 薬物の乱用を防止するため、市広報紙・ホームページ、成人式、健康のつどい等において啓発

活動を進めます。 

健康課 ○ ・ヨルイチ、健康のつどい、産業祭において啓

発活動を実施した。 

・成人式出席者の配付物と一緒に啓発資料を配

付した。 

・市広報紙・ホームページで薬物乱用防止につ

いて周知した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 

備考 

第
四
節 

健
康
づ
く
り
に
か
か
わ
る
施
策 

4 保健・医療

提供体制の

充実 

(1)医療サービス

の推進・充実  

ア 市民一人ひとりが、 “かかりつけ医”、“かかりつけ歯科医”、“かかりつけ薬局”をもつこと

の必要性を各種事業の中で継続的に周知します。 

健康課 ○ 地域で実施する健康づくりや介護予防事業で

「かかりつけ医」づくりを推進した。また、保

健事業の中での周知、市広報紙に必要性の掲載

を行った。 

 

イ あきる野市医師会、西多摩歯科医師会の協力を得ながら、休日診療・休日準夜診療・歯科休日

診療の充実に取り組みます。 

健康課 ○ ・医科診療 休日診療及び準夜診療を在宅方式

で 72 日実施（受診者 休日 2,345 人、準夜 798

人）した。 

・歯科診療 休日診療を在宅方式で 43 日実施 

（受診者 79 人）した。 

 

ウ 公立阿伎留医療センター改革プランに基づく経営改善などの取り組みを促進するように働き

かけます。 

健康課 ○ 阿伎留病院企業団の構成団体の一つとして、医

療センターの取組を支援した。 

 

(2)献血の推進 ア 市民及び職員を対象に、市広報紙、回覧等を活用して周知し、献血を実施します。 健康課 ○ 市庁舎北側駐車場、健康のつどいで計 3 日実施 

した。（受付 148 人、献血者 120 人） 

 

イ 成人式や健康のつどい等において献血の推進についての啓発を行います。 健康課 ○ ・成人式出席者の配付物と一緒に啓発資料を配

付した。 

・健康のつどい会場において啓発資料を配付し

た。 

 

ウ 市広報紙・ホームページ等により献血の推進についての啓発を行います。 健康課 ○ 市広報紙に献血推進について掲載し周知、啓発

を実施した。 

 

(3)情報提供・広報

活動 

ア 市広報紙・ホームページ、イベント等を活用し、各種事業の情報を的確に伝えます。 健康課 ○ 市広報紙・ホームページに随時、保健事業を掲

載した。 

 

イ 各種保健・医療事業の年間予定表の発行を検討します。 健康課 ○ ・市民が必要とする保健事業や健（検）診など

の年間日程表を作成し配布した。 

・市内医療機関（医科、歯科）一覧を発行した。 

 

ウ 市広報紙・ホームページ、地域の各種団体の活動等を通じ、保健・医療に関する情報を伝えま

す。 

健康課 ○ 市広報紙・ホームページに保健事業、医療機関

情報を掲載した。 

 

エ チラシやパンフレット等は、より市民に身近で読みやすくわかりやすいものにします。 健康課 ○ 簡潔で見やすく、読みやすくわかりやすいチラ

シを検討し、作成した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
五
節 

地
域
福
祉
に
か
か
わ
る
施
策 

１利用しや

すいサービ

ス提供の仕

組みづくり 

(1)必要な人に届

く情報提供の仕

組みづくり  

ア 市広報紙・ホームページの内容の一層の充実を図るほか、保健福祉関係情報冊子の作成など、

市民への情報提供に努めます。 

生活福祉課 ○ 各課で手引き等を作成し各種事業等について情

報提供をした。 

 

イ 社会福祉協議会や民生委員・児童委員等と連携し、社会福祉協議会や民生委員・児童委員等が

発行している広報紙等を通じて、市民への情報提供に努めます。 

生活福祉課 ○ 市広報、社協の広報誌「あいネット」及び民児

協発行の「民生・児童委員だより」により随時

情報提供をした。 

 

ウ 民生委員・児童委員、ふれあい福祉委員、保健師など、地域で活動する人によるきめ細かな情

報提供ができるよう支援します。 

生活福祉課 ○ 民生・児童委員協議会等や委員個別に随時情報

提供をした。 

 

エ 図書館にインターネット端末を配置し、誰でも気軽に情報入手ができるようインターネット環

境の整備を図ります。 

図書館 ◎ ・市内 4 館【中央図書館 10 台（内 2 台児童用）、

東部図書館 4 台、五日市図書館 1 台、増戸分

室 1 台】に設置済み。 

・インターネット環境を継続して提供した。 

 

(2)いつでも気軽

に相談できる相

談支援の仕組み

づくり 

ア 高齢、障がい、子育て等の分野別相談窓口の充実とあわせ、保健福祉総合相談案内窓口の設置

に向けて検討します。 

生活福祉課 ○ 障がい者や高齢者等の日常生活に関することな

どについて、次期計画策定の中で、関係部署と

の連携やサービスの向上について協議した。 

 

イ 民生委員・児童委員を中心に、身近なところで気軽に相談できる体制を充実します。 生活福祉課 ○ 高齢者世帯等の訪問により、地域において民

生・児童委員が認知されてきている。今後、更

に周知するなどして充実を図る。 

 

ウ 失業や生活困窮などの問題を抱える市民に対して、各種制度の情報提供や相談窓口の充実を図

ります。 

生活福祉課 ○ 市広報、パンフレット及び民生委員等を通じて

充実を図った。 

 

エ ＤＶ被害者への的確な相談対応と支援を推進します。 子育て支援課 ○ 他機関との連携など対応・支援している。  

(3)サービス評価

の仕組みづくり 

ア 中立的な第三者である評価機関が福祉サービス事業者のサービスや経営を評価し、結果を公表

するという東京都事業の普及・啓発を行います。 

生活福祉課 

障がい者支援課 

高齢者支援課 

保育課 

× 事業所が受診した評価結果は、東京都福祉ナビ

ゲーション及び事業者のホームページで公表を

している。このため、都の事業については、普

及・啓発を行うまでに至っていない。 

 

あきる野市地域保健福祉計画(平成 22 年度～26 年度) 実施状況 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
五
節 

地
域
福
祉
に
か
か
わ
る
施
策 

１利用しや

すいサービ

ス提供の仕

組みづくり 

(4)苦情解決、権利

擁護の仕組みづ

くり 

ア さまざまな苦情について、各担当課が的確に受けとめ、関係課や関係機関との連携を図りなが

ら、適切な解決につなげます。 

生活福祉課 

障がい者支援課 

高齢者支援課 

○ さまざまな問題等について、関係機関と連携

を図り対応した。 

 

イ サービス利用者の苦情や様々な権利侵害について、専門的な見地から審査を行う第三者性をも

った機関の設置や法律専門相談の実施を検討します。 

生活福祉課 

障がい者支援課 

高齢者支援課 

○ 司法書士による専門相談等を実施した。 

・利用者サポート 169 件 

・専門相談 6 回 17 件 

 

ウ 病気や障がいなどにより判断能力が不十分なため、財産管理や契約などの法律行為が困難な方

の成年後見制度の利用を支援します。 

生活福祉課 

障がい者支援課 

高齢者支援課 

○ 成年後見に関する相談件数 61 件 

成年後見相談窓口を開設するとともに、成年

後見推進機関を設置した。 

・成年後見活用あんしん生活創造事業 12 件 

・成年後見人等の支援（研修会）1 回 36 人参加 

・運営委員会の開催 3 回 

 

エ 認知症高齢者、障がい者等、判断能力が不十分な方が安心して福祉サービスを受けられるよう社会

福祉協議会が実施している地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）を活用し、福祉サービス

の利用援助、日常的な金銭管理サービス、書類の預かりサービスなどの事業を充実します。 

生活福祉課 

障がい者支援課 

高齢者支援課 

○ 平成 26 年度末地域福祉権利擁護事業利用者 

11 人 

 

 

(5)必要なサービ

スを利用できる

仕組みづくり 

ア 高齢者が地域でいきいきと暮らせるよう、高齢者や家族等を総合的に支援する地域包括支援セ

ンターの周知、整備を図ります。 

高齢者支援課 ○ 地域包括支援センター整備済み。  

イ 障がい者の地域における生活を支援するため、障がい者相談支援事業所の周知、充実を図ります。 障がい者支援課 ○ 障がい者就労・生活支援センターあすく、生活

支援センターフィレの活動の周知を図った。 

 

ウ 子ども及び家庭に関する総合相談、子育て支援サービスの調整等を行う子ども家庭支援センタ

ーの周知、充実を図ります。 

子育て支援課 ○ リーフレット、通信誌及びメール配信等により

相 談 事 業 等 に つ い て 周 知 を 図 っ た 。              

各機関との連携の強化のための会議、連絡会の

開催、参加。ニーズに合った講座の実施及びア

ンケートの実施。子育てひろばとの連携を図る

ため連絡会に参加した。 

 

エ 各分野の必要なサービスの提供が的確に行われるよう、従事者の専門性の向上を図ります。 生活福祉課 

障がい者支援課 

高齢者支援課 

子育て支援課 

保育課、健康課 

○ 各分野の従事者に対して、各種研修会や研究 

会を行った。 

 

 

オ 社会福祉を目的とした事業者が行う多様なサービスと、公的サービスの連携を図り、より多様

で効果的なサービスの供給を実現します。 

生活福祉課 

障がい者支援課 

高齢者支援課 

子育て支援課 

保育課、健康課 

○ 関係機関と連携を図りながら、合同研修会等 

を行った。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
五
節 

地
域
福
祉
に
か
か
わ
る
施
策 

2 地域住民が

ネットワー

クをつくり、

支え合うま

ちづくり 

(1)参加と交流の

まちづくり 

ア 社会福祉協議会により、町内会・自治会単位に設置されたふれあい福祉委員による声かけ・見

守り活動を、社会福祉協議会と連携して推進していきます。 

生活福祉課 ○ 現在、ふれあい福祉委員会において、市の見守

り事業とは別に実施しており、引き続き市から

の助成金等により支援を行った。 

 

イ 民生・児童委員協力員を通して民生委員・児童委員活動とふれあい福祉委員活動の連携の強化

を図ります。 

生活福祉課 ○ 現在、6 人のふれあい福祉委員が民生・児童委員

の協力員となっていることから引き続き連携を

図った。 

 

ウ 町内会・自治会、民生委員・児童委員、ふれあい福祉委員等の連携により、地域で幅広い活動

ができるよう支援します。 

生活福祉課 ○ 地域での様々な問題等について、各機関が活動

しやすくなるよう連絡調整に努めた。 

 

(2)ボランティア、

NPO 等が積極的

に活動するまち

づくり 

ア ボランテイア活動への支援の中心を社会福祉協議会と位置づけ、社会福祉協議会が実施する事

業への支援を通じて活動の活性化を図ります。 

生活福祉課 ○ 市及び社会福祉協議会相互で協力し、活性化を

図った。 

 

イ 秋川ふれあいセンターをボランティア活動推進の拠点として位置づけ、ボランティア等の活動

を支援します。 

生活福祉課 ○ 社会福祉協議会の事業に対して助成金や後援に

より支援した。 

 

(3)社会福祉協議

会との連携によ

る福祉のまちづ

くりの推進 

ア 社会福祉協議会が実施する、地域住民の参加と支え合いを主体とした事業を支援していきま

す。 

生活福祉課 ○ 社会福祉協議会の事業に対して助成金により支

援した。 

 

イ 市で策定する地域保健福祉計画と社会福祉協議会の策定する地域福祉活動計画との連携を図

り施策の実現を図ります。 

生活福祉課 ○ 相互の計画について連携を図りながら、計画の

実現を目指した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
五
節 

地
域
福
祉
に
か
か
わ
る
施
策 

3 誰にとって

も安全・安心

で、快適な環

境づくり 

(1)誰にもやさし

いユニバーサル

デザインの環境

づくり 

ア 公共施設、道路等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化及び市内道路整備路線での歩道

等の設置を推進します。【重複掲載 第１節４(１)イ】 

生活福祉課 

施設営繕課 

建設課 

○ 

 

公共施設等で推進した。 

・玉見及び鳥居場会館：多目的ﾄｲﾚ、ｽﾛｰﾌﾟ、

自動扉及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置 

・草花公園タウン：高齢者用住戸に手摺､障が

い者用住戸に車椅子対応の台所等及びエﾚ

ﾍﾞｰﾀｰを設置 

・南秋留児童館：ﾄｲﾚに手摺を設置 

・小和田観光トイレ：多目的ﾄｲﾚ設置 

 

イ 新築の市有建築物についてはバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化に努めるとともに、既

存建築物についても計画的に改善・整備を進めます。【重複掲載 第１節４(１)ウ】 

生活福祉課 

施設営繕課 

○ 既存施設等の改修工事で整備・改善を進めた。 

 ・玉見及び鳥居場会館：多目的ﾄｲﾚ、ｽﾛｰﾌﾟ、

自動扉及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置 

・草花公園タウン：高齢者用住戸に手摺､障が

い者用住戸に車椅子対応の台所等及びエﾚ

ﾍﾞｰﾀｰを設置 

・南秋留児童館：ﾄｲﾚに手摺を設置 

・小和田観光トイレ：多目的ﾄｲﾚ設置 

 

ウ 平成 1８年に施行されたバリアフリー新法に基づき、総合的にバリアフリー化を進めるための

基本構想の策定について検討を進めます。駅周辺の整備に合わせ、策定していくこととします。 

 【重複掲載 第１節４(１)エ】 

生活福祉課 

都市計画課 

建設課 

施設営繕課 

○ ・平成 22年度までに市内５駅の駅舎バリアフリ

ー化を完了。秋川駅北口内の五日市街道の歩

道段差の解消等を目的とした改修を実施し

た。 

 

エ 鉄道やバス等の公共交通機関事業者に対し、施設・車両のバリアフリー化の取り組みを要請し

ていきます。【重複掲載 第１節４(１)オ】 

企画政策課 ◎   

オ 東京都の福祉のまちづくり条例に基づき、民間施設においてもバリアフリー化が進むよう指導

や情報提供、適合証の交付などを行います。【重複掲載 第１節４(１)カ】 

生活福祉課 

施設営繕課 

○ バリアフリー化が進むよう情報提供や実施済み

施設に指導した。 

 

カ 本市は豊かな自然をはじめ多くの観光資源を有しており、憩いを求めて多くの人々が訪れま

す。市民だけでなく、市外からの来訪者にとっても快適な環境としていくため、観光資源につい

てもユニバーサルデザインを推進します。 

観光商工課 ○ 既存施設等の改修工事で整備・改善を進めた。  

(2)誰もがやさし

い心のバリアフ

リーの環境づく

り 

ア 子どもが、思いやりや助け合いの心を育むことができるよう、体験を重視した心の教育を推進

します 

指導室 ◎ 道徳教育や総合的な学習の時間等における障が

い者、高齢者理解教育を実施した。 

 

イ 老人ホームの見学、高齢者との交流授業などを通し、高齢者に対する思いやりの心を育てます。 指導室 ◎ 小学校 10 校 中学校 6 校 高齢者との交流  

ウ 様々な施設、団体でのボランティア活動を通して、子どもたちが地域社会の一員としての自覚

を持ち、個性を生かして社会に貢献しようとする心を育てます。 

指導室 ◎ 中学校職場体験学習における施設見学、体験学

習を実施した。 

 

エ 道徳、社会科授業等での人権教育を行うとともに、障がいのある市民を招いて、障がい者理解

教育等を実施します。 

指導室 ◎ 小学校 4 校、中学校 2 校において障害のある方

を招いて障がい者理解教育を実施した。 

 

オ 社会体験授業等を通して、市民が互いに支え合っていく地域福祉意識の高揚を図ります。 

 

指導室 ◎ 中学校にて職場体験学習を実施した。  
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(3)安全・安心に暮

らせる環境づく

り 

ア 市民生活の安全に関する意識の高揚を図るとともに、生活安全に寄与する地域の自主的な活動

を支援します。 

地域防災課 ○ ・町内会・自治会に対し、防犯ベストを貸与し

た。 

・広報紙に防犯に関する啓発記事を随時掲載し

た。 

 

イ 学校等と連携して、学校安全ボランティア、学区安全推進会議、地域学校安全指導員等による

巡回指導等の活動を支援します。 

 

 

教育総務課 ○ ・防犯ベスト、帽子、腕章を貸与した。 

・学校安全講習会において、巡回についての研

修（年 2 回）を実施した。 

 

ウ 交通事故防止の推進を図るため、警察、交通安全協会の協力を得て、交通安全運動や講習会を

通じ意識の高揚を図ります。 

地域防災課 

 

○ ・春の全国交通安全運動 

平成 26 年 4 月 6 日～4 月 15 日 

・秋の全国交通安全運動 

平成 26 年 9 月 21 日～9 月 30 日 

・交通安全フェスティバル 

  平成 26 年 9 月 15 日開催 

・交通安全の集い 

平成 26 年 4 月 5 日、9 月 6 日開催 

・交通安全講習会 

平成 26 年 9 月 1 日から平成 27 年 3 月 31

日までの間で 10 回開催 

 

エ 消防署と消防団の連携を軸にして防災・消防対策を推進します。更に、平成２０年に組織され

た防災・安心地域委員会による自主防災活動の推進を支援します。 

地域防災課 ○ ・防災・安心地域委員会の活動を支援するとと

もに、平成 23 年度から地域防災リーダーの育

成を開始した。 

・防災・安心地域委員会主催による防災コンク

ールを支援した。 
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中項目 小項目 取  組  内  容 担当課 

実 施 状 況 

26 年度

末の状況 
具 体 的 な 取 組 備考 

第
五
節 

地
域
福
祉
に
か
か
わ
る
施
策 

3 誰にとって

も安全・安心

で、快適な環

境づくり 

(4)災害時要援護

者の支援体制づ

くり 

ア 民生委員・児童委員、社会福祉協議会、防災・安心地域委員会、行政機関等の連携により、要

援護者の把握に努めます。 

地域防災課 

 

○ 平成 23 年度より、手上げ方式による災害時要援

護希望者の受付を開始した。 

 

イ 要援護者情報の共有を図るため、関係機関間の情報共有方法を検討します。 地域防災課 ○ 防災・安心地域委員会役員会において、市事務

局と検討中 

 

ウ 要援護者情報について、個人情報保護を徹底させるための仕組みづくりを検討します。 地域防災課 ○ ・防災・安心地域委員会役員会において、市事

務局と検討中 

・災害時要援護希望申請の際、関連機関へ情報

提供を行うことについての同意を得ている。 

 

エ 関係機関と調整を行い、災害時の要援護者の安否確認、避難、救援のための支援体制づくりを

検討します。 

地域防災課 

 

○ 防災・安心地域委員会役員会において、市事務

局と検討中 

 

 

 


